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宮崎県告示第 458号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項本文の規定に

より、次のとおり指定居宅サービス事業者の指定をした。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 者

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

訪問看護平成28年５月１日宮崎県都城市甲斐
元町11街区４号

合同会社ＴＯＭＯ
Ｉ

宮崎県都城市甲斐
元町11街区４号

訪問看護ステーシ
ョン友

4560290316

訪問看護平成28年５月１日宮崎県都城市平江
町26号18番地

株式会社有成会宮崎県都城市平江
町26号20番地 中
村アパートＢ 101
号室

訪問看護ステーシ
ョン侑久之里

4560290324

訪問介護平成28年５月１日宮崎県宮崎市花山
手東二丁目27番地
３

株式会社里山ヘル
スケア

宮崎県小林市野尻
町東麓1208番地２

訪問介護ステーシ
ョンジリーノ

4570500951

特定施設入居者
生活介護

平成28年５月１日宮崎県児湯郡川南
町川南 16138番地
12

株式会社作松宮崎県児湯郡川南
町川南 16138番地
12

介護付有料老人ホ
ームすみれ

4572001644

通所介護平成28年５月１日宮崎県児湯郡川南
町川南 12714番地
13

株式会社ダイナリ宮崎県児湯郡川南
町川南 12715番地
１

デイサービスみの
り

4572001636

訪問リハビリテ
ーション

平成28年５月25日宮崎県東諸県郡国
富町岩知野字明久
357番地

社会福祉法人慶明
会

宮崎県東諸県郡国
富町岩知野字明久
355番地

社会福祉法人慶明
会介護老人保健施
設サンフローラみ
やざき訪問リハビ
リテーション

4571901000

宮崎県告示第 459号
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介護保険法（平成９年法律第 123号）第46条第１項本文の規定に

より、次のとおり指定居宅介護支援事業者の指定をした。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 居 宅 介 護 支 援
事 業 者

指 定 居 宅 介 護 支 援
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

居宅介護支援平成28年５月１日宮崎県都城市太郎
坊町3149番地１

社会福祉法人なか
ま福祉会

宮崎県都城市太郎
坊町1530番地

なかま居宅介護支
援事業所

4570203911

宮崎県告示第 460号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項本文の規定に

より、次のとおり指定介護予防サービス事業者の指定をした。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

介護予防訪問看
護

平成28年５月１日宮崎県都城市甲斐
元町11街区４号

合同会社ＴＯＭＯ
Ｉ

宮崎県都城市甲斐
元町11街区４号

訪問看護ステーシ
ョン友

4560290316

介護予防訪問看
護

平成28年５月１日宮崎県都城市平江
町26号18番地

株式会社有成会宮崎県都城市平江
町26号20番地 中
村アパートＢ 101
号室

訪問看護ステーシ
ョン侑久之里

4560290324

介護予防訪問介
護

平成28年５月１日宮崎県宮崎市花山
手東二丁目27番地
３

株式会社里山ヘル
スケア

宮崎県小林市野尻
町東麓1208番地２

訪問介護ステーシ
ョンジリーノ

4570500951

介護予防特定施
設入居者生活介
護

平成28年５月１日宮崎県児湯郡川南
町川南 16138番地
12

株式会社作松宮崎県児湯郡川南
町川南 16138番地
12

介護付有料老人ホ
ームすみれ

4572001644

介護予防通所介
護

平成28年５月１日宮崎県児湯郡川南
町川南 12714番地
13

株式会社ダイナリ宮崎県児湯郡川南
町川南 12715番地
１

デイサービスみの
り

4572001636

介護予防訪問リ
ハビリテーショ
ン

平成28年５月25日宮崎県東諸県郡国
富町岩知野字明久
357番地

社会福祉法人慶明
会

宮崎県東諸県郡国
富町岩知野字明久
355番地

社会福祉法人慶明
会介護老人保健施
設サンフローラみ
やざき訪問リハビ
リテーション

4571901000

宮崎県告示第 461号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第75条の規定により、指定

居宅サービス事業の廃止について次のとおり届出があった。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの

種 類

廃 止

年月日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 者

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

訪問介護平成28年５月31日宮崎県日向市富高
字岩崎 546番地１

社会福祉法人ひま
わり会

宮崎県東臼杵郡門
川町庵川字桜井
2596番地２

ふれあい地球館ヘ
ルパーセンター

4572100909
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宮崎県告示第 462号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第 115条の５の規定により

、指定介護予防サービス事業の廃止について次のとおり届出があっ

た。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの

種 類

廃 止

年月日

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

介護予防通所介
護

平成28年５月６日宮崎県串間市西方
6787番地18

株式会社ライフサ
ポート

宮崎県串間市寺里
１丁目１番地９号

サポートハウス
稲の穂

4570700346

介護予防訪問介
護

平成28年５月31日宮崎県日向市富高
字岩崎 546番地１

社会福祉法人ひま
わり会

宮崎県東臼杵郡門
川町庵川字桜井25
96番地２

ふれあい地球館ヘ
ルパーセンター

4572100909

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 所事 業 所

番 号 主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

同行援護平成28年４月１日都城市松元町４街
区17号

社会福祉法人都城
市社会福祉協議会

都城市高城町穂満
坊 303番地２

都城市社会福祉協
議会指定障害福祉
サービス事業所

4510200258

居宅介護、重度
訪問介護

平成28年５月16日延岡市北浦町宮野
浦 453番地

合同会社ライフサ
ポートムサシ

延岡市北浦町宮野
浦 453番地

ケアホーム桜4510300736

就労継続支援Ａ
型

平成28年６月１日都城市上川東四丁
目３号９番地

株式会社Seesaw
WelfareService

都城市上川東四丁
目３号９番地

シーソーウェルフ
ェア

4510201223

居宅介護、重度
訪問介護

平成28年７月１日延岡市稲葉崎町５
丁目 691番地１

株式会社仁愛延岡市稲葉崎町５
丁目 691番地１

稲穂の郷4510300751

宮崎県告示第 463号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（

平成17年法律第 123号）第29条第１項の規定により、次のとおり指

定障害福祉サービス事業者の指定をした。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 464号

宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例（昭和52年宮崎

県条例第27号）第14条第１項の規定により、青少年に有害な興行と

して次のものを指定した。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

指定年月日製作・配給会社名題 名種類指定番号

平成28年６

月20日

佐々木組
＜新日本映像＞

ドロドロの人妻たち 湿痴漢と不倫の果て湿映画28年湿９

坂本組
＜新日本映像＞

ザ・シニアＳＥＸ 新妻白肌いじり映画28年湿10

竹洞組
＜オーピー映画＞

失恋乱交 ツユだく姉妹どんぶり映画28年湿11
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加藤組
＜オーピー映画＞

聖なるボイン もみもみ懺悔室映画28年湿12

山内組
＜オーピー映画＞

性辱の朝 止まらない淫夢映画28年湿13

竹洞組
＜オーピー映画＞

悶える義妹（イモウト） 遺影の前で抱いて映画28年湿14

国沢組
＜オーピー映画＞

萌え盛るアイドル エクスタシーで犯れ！映画28年湿15

神野組
＜新東宝映画＞

痴女電車 さわらせたい女映画28年湿16

内容の全部又は一部が、著しく青少年の性的感情を刺激し、青少年に粗暴性若しくは残虐性を生ぜしめ、又は青少年の
犯罪を誘発し、その健全な成長を阻害するおそれがあるため。

指定理由

宮崎県告示第 465号

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、次の

とおり特定計量器の定期検査を実施する。ただし、特定計量器が特

定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１

項各号のいずれかに該当する場合は、平成28年11月１日から平成28

年11月30日までの間に当該特定計量器の定期検査を当該特定計量器

の所在の場所で実施する。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

検査区域検査場所
検査受付

時 間
検査期日

対象とな
る特定計
量器

都城市全

域

都城市全

域

都城市全

域

都城市全

域

都城市全

域

都城市沖

水地区公

民館

都城市庄

内地区公

民館

都城市小

松原地区

公民館

都城市小

松原地区

公民館

宮崎県計

量検定所

午前10時から

正午まで

午後１時30分から

午後３時30分まで

午前10時から

午後３時まで

午前10時から

午後３時30分まで

午前８時30分から

午後５時15分まで

８月３日

８月３日

８月４日

８月５日

８月３日

から９月

30日まで

質量計

日南市全

域

日南市全

域

日南市全

域

日南市北

郷町全域

日南市役

所鵜戸支

所

日南市下

方営農研

修センタ

ー

日南市役

所

日南市北

郷町農村

午前10時30分から

正午まで

午後１時30分から

午後３時まで

午前10時30分から

午後３時まで

午前10時30分から

午後３時まで

８月18日

８月18日

８月19日

８月22日

質量計

日南市南

郷町全域

串間市全

域

日南市、

串間市全

域

環境改善

センター

日南市南

郷町総合

支所総務

課横車庫

串間市総

合保健福

祉センタ

ー

宮崎県計

量検定所

午前10時30分から

午後３時まで

午前11時から

午後３時まで

午前８時30分から

午後５時15分まで

９月２日

９月６日

８月18日

から10月

31日まで

延岡市全

域

延岡市全

域

延岡市全

域

延岡市全

域

島野浦島

開発総合

センター

延岡市中

小企業セ

ンター

延岡市中

小企業セ

ンター

宮崎県計

量検定所

午後１時30分から

午後３時30分まで

午前９時30分から

午後５時まで

午前９時30分から

正午まで

午前８時30分から

午後５時15分まで

９月14日

９月15日

９月16日

９月14日

から10月

31日まで

質量計

備考

検査期日は、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律（

昭和23年法律第 178号）に規定する休日を除く。

宮崎県告示第 466号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成28年６月30日から平成28年７月14日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣
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延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

57．4

150．3

40．2～

45．1

5．3～

9．8

旧日南市大字

塚田字出水

乙2302番１

地先から同

市同大字同

字2302番１

地先まで

日南志

布志線

県道3

57．440．2～

45．1

新

宮崎県告示第 467号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成28年６月30日から平成28年７月14日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

17．813．0～

14．4

旧小林市細野

字湾津4605

番９地先か

ら同市細野

同字4605番

７地先まで

西麓小

林線

県道405

17．813．0～

14．2

新

宮崎県告示第 468号

建築基準法（昭和25年法律第 201号）第42条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

指 定

年月日

道路の概要

（メートル）位 置
申請者

氏 名

指定

番号
延長幅員

平成28

年６月

10日

34．455．04児湯郡高鍋町大字

北高鍋字大峯村26

57番13及び2657番

13先水路

杉尾知子（高鍋）

28湿３

宮崎県告示第 469号

建築基準法（昭和25年法律第 201号）第42条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

指 定

年月日

道路の概要

（メートル）位 置
申請者

氏 名

指定

番号
延長幅員

平成28

年６月

15日

81．666．10小林市水流迫字小

林原1058番４、10

58番14

株式会社

小堀不動

産代表取

締役小堀

貴志

（小林）

28湿２

宮崎県告示第 470号

建築基準法（昭和25年法律第 201号）第42条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

指 定

年月日

道路の概要

（メートル）位 置
申請者

氏 名

指定

番号
延長幅員

平成28

年６月

20日

36．316．00東諸県郡綾町大字

南俣字桑下 315番

７

株式会社

ブルース

カイ代表

取締役堀

之内芳久

（高岡）

28湿１

公公 告告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規

定により、次のとおり特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があった。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

定款に記載され
た目的

主たる事
務所の所
在地

代表者の氏名名 称
申請
年月
日

この法人は、

地域社会に対し

て、環境に与え

る負荷の少ない

資源循環型社会

構築の事業を行

い、地球温暖化

防止に寄与する

ことを目的とす

る。

宮崎県宮

崎市千草

町５番11

号

宮田 勇特定非営利

活動法人プ

ロテクショ

ンアース

平成

28年

６月

20日

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により

、田野町東地区土地改良区（宮崎市）から平成28年５月11日付けで

申請のあった定款の変更を認可した。

平成28年６月30日
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宮崎県知事 河 野 俊 嗣

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により

、田野町北地区土地改良区（宮崎市）から平成28年５月11日付けで

申請のあった定款の変更を認可した。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

次の地区の県営土地改良事業の施行に伴う工事は、完了した。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

完了年月日事 業 名市町村名地 区 名

平成28年３月25日中山間地域総合農

地防災事業

高千穂町石 原

建設業法（昭和24年法律第 100号）第29条第１項の規定により、

建設業者許可を次のとおり取り消した。

平成28年６月30日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

処分をした年月日
処分の原因と

なった事実

処分の内容処分を受けた建設業者

取り消した業種
許可の
区分

主たる営業
所の所在地

代表者の氏名商号又は名称許可番号

平成28年５月26日
（全廃業）

平成28年５月
26日付けで廃
業した旨の届
け

建築工事業、大工工事
業、建具工事業

特定宮崎県児湯
郡都農町大
字川北1140
湿67

池 時男池工務店宮 崎 県 知 事 許 可
(特湿24)第1900号

平成28年５月13日
（全廃業）

平成28年５月
13日〃

鋼構造物工事業一般宮崎県宮崎
市大字赤江
977湿５

川越 博川越鉄工所宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿24)第6579号

平成28年５月27日
（全廃業）

平成28年５月
27日〃

建築工事業、大工工事
業、とび・土工工事業
、屋根工事業、内装仕
上工事業

一般宮崎県宮崎
市大字田吉
5745湿１

比江島 清禍比江島建材宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿24)第 10762号

平成28年５月24日
（全廃業）

平成28年５月
24日〃

鋼構造物工事業一般宮崎県日向
市東郷町山
陰乙1063湿
１

黒木 勝禍大黒工業宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿26)第 11004号

平成28年５月17日
（全廃業）

平成28年５月
17日〃

土木工事業、大工工事
業、とび・土工工事業
、石工事業、管工事業
、鋼構造物工事業、ほ
装工事業、しゅんせつ
工事業、水道施設工事
業

一般宮崎県延岡
市出北５湿
15湿32

福島 正福島工務店宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿24)第 12344号

平成28年５月13日
（全廃業）

平成28年５月
13日〃

建築工事業、大工工事
業、屋根工事業、タイ
ル・れんが・ブロック
工事業、鋼構造物工事
業、内装仕上工事業

特定宮崎県宮崎
市松山２湿
２湿32

松原 俊彦珂松原工務店宮 崎 県 知 事 許 可
(特湿23)第 12898号

平成28年５月31日
（全廃業）

平成28年５月
31日〃

電気工事業一般宮崎県宮崎
市田野町乙
7706湿１

二宮 征博禍アドバンス
工業

宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿24)第 13045号

平成28年５月19日
（一部廃業）

平成28年５月
19日〃

機械器具設置工事業一般宮崎県小林
市細野4897
湿１

奥山 和男禍西日本ボー
リング

宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿25)第 10966号

平成28年５月20日
（一部廃業）

平成28年５月
20日〃

土木工事業、石工事業
、鋼構造物工事業、ほ
装工事業、しゅんせつ
工事業、水道施設工事
業

一般宮崎県日向
市大字財光
寺3445湿 1
54

松葉 良彦珂良松興業宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿23)第 12901号

平成28年５月17日
（一部廃業）

平成28年５月
17日〃

屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事
業

一般宮崎県宮崎
市城ケ崎４
湿８湿３

丸山 智宏ホームプロジ
ェクト珂

宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿27)第 13391号

病院局企業管理規病院局企業管理規程程
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病院局組織規程の一部を改正する企業管理規程をここに公表する。

平成28年６月30日

宮崎県病院局長 土 持 正 弘

宮崎県病院局企業管理規程第７号

病院局組織規程の一部を改正する企業管理規程

病院局組織規程（平成18年宮崎県病院局企業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（病院の内部組織）

第５条 次の表の第１欄に掲げる病院に、同表の第２欄に掲げる部

又はセンター（以下「部等」という。）を置き、部等に同表の第

３欄に掲げる課又は科を置く。

（病院の内部組織）

第５条 次の表の第１欄に掲げる病院に、同表の第２欄に掲げる部

又はセンター（以下「部等」という。）を置き、部等に同表の第

３欄に掲げる課又は科を置く。

課又は科部等病院

［略］

［略］県立延岡病院

内科 診療内科 精神科 神

経内科 循環器内科 小児科

外科 整形外科 脳神経外

科 心臓血管外科 呼吸器外

科 皮膚科 泌尿器科 産婦

人科 眼科 耳鼻咽喉科 リ
いんこう

ハビリテーション科 放射線

科 歯科口腔外科 麻酔科
くう

救命救急科 臨床検査科 病

理診断科 栄養管理科 臨床

工学科

診療部

［略］

［略］

課又は科部等病院

［略］

［略］県立延岡病院

内科 診療内科 精神科 神

経内科 循環器内科 小児科

外科 整形外科 脳神経外

科 心臓血管外科 皮膚科

泌尿器科 産婦人科 眼科

耳鼻咽喉科 リハビリテーシ
いんこう

ョン科 放射線科 歯科口腔
くう

外科 麻酔科 救命救急科

臨床検査科 病理診断科 栄

養管理科 臨床工学科

診療部

［略］

［略］

附 則

この規程は、平成28年７月１日から施行する。
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